
 

2025年 12月 15日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年 12 月 15 日開催の取締役会において、連結子会社である台湾微告股份有限公司（MicroAd 

Taiwan, Ltd. 以下、マイクロアド台湾）の株式を追加取得し、完全子会社化することについて決議いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

１．株式の取得の理由 

当社は、当社の完全子会社である MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITEDを通じて、マイクロアド台湾の発

行済み株式の 70％を保有し、連結子会社としております。マイクロアド台湾は、海外におけるデジタルマーケ

ティングのコンサルティング事業を始めとして、海外事業の多角化や日本や他の海外拠点との連携を中心的に

推進しており、当社グループにおける海外戦略上の重要拠点となっております。今後の海外事業のさらなる拡

大に向けて、経営の意思決定の迅速化と、グループ内における連携を一層強化する目的で、マイクロアド台湾

の株式を追加取得することといたしました。完全子会社化によって、さらなる事業拡大と企業価値向上を図っ

てまいります。 

 

２．株式を追加取得する連結子会社の概要 

（１） 名 称 台湾微告股份有限公司（MicroAd Taiwan, Ltd.） 

（２） 所 在 地 台北市松山區八德路三段 32號 15樓 

（３） 代表者の役職・氏名 董事長/総経理：丸木 勇人 

（４） 事 業 内 容 アドプラットフォーム事業/広告配信事業 

（５） 資 本 金 6百万台湾ドル（29百万円） 

（６） 設 立 年 月 日 2009年 1月 

（７） 大株主及び持株比率 
MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITED（当社完全子会社） 70.0％ 

株式会社ベクトル 30.0％ 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 
当社グループは、当該会社の議決権の 70.0％を保有して

おります。 

人 的 関 係 
当社の従業員を当該会社の董事長/総経理、副総経理、従

業員として派遣しております。 

取 引 関 係 当社と当該会社との間に営業上の取引があります。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023年９月期 2024年９月期 2025年９月期 

 純 資 産 
156百万台湾ドル 

（780百万円） 

169百万台湾ドル 

（848百万円） 

200百万台湾ドル 

（1,002百万円） 

 総 資 産 
228百万台湾ドル 

（1,142百万円） 

239百万台湾ドル 

（1,194百万円） 

287百万台湾ドル 

（1,433百万円） 

会 社 名 株 式 会 社 マ イ ク ロ ア ド ド 

代表者名 代 表 取 締 役  社 長 執 行 役 員     渡辺 健太郎 

 （コード番号：9 5 5 3     東証グロース） 

問合せ先 常務執行役員 コーポレート本部長  福 田  裕 也 

 （TEL.050-1753-0440） 



 １ 株 当 た り 純 資 産 
260.80台湾ドル 

（1,301.41円） 

283.28台湾ドル 

（1,413.57円） 

334.95台湾ドル 

（1,671.41円） 

 売 上 高 
462百万台湾ドル 

（2,307百万円） 

474百万台湾ドル 

（2,368百万円） 

533百万台湾ドル 

（2,663百万円） 

 営 業 利 益 
4百万台湾ドル 

（22百万円） 

17百万台湾ドル 

（86百万円） 

38百万台湾ドル 

（194百万円） 

 経 常 利 益 
8百万台湾ドル 

（39百万円） 

18百万台湾ドル 

（93百万円） 

41百万台湾ドル 

（209百万円） 

 当 期 純 利 益 
4百万台湾ドル 

（24百万円） 

13百万台湾ドル 

（67百万円） 

31百万台湾ドル 

（154百万円） 

 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 
8.18台湾ドル 

（40.81円） 

22.48台湾ドル 

（112.16円） 

51.67台湾ドル 

（257.84円） 

 １ 株 当 た り 配 当 金 
0.00台湾ドル 

（0.00円） 

0.00台湾ドル 

（0.00円） 

0.00台湾ドル 

（0.00円） 

※（ ）内の数値は、1台湾ドル＝4.99円（2025年 12月 12日時点の為替レート）にて円換算しております。 

 

３．株式取得の相手先の概要 

（１） 名 称 株式会社ベクトル 

（２） 所 在 地 東京都港区赤坂四丁目 15番 1号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 CEO 西江 肇司 

（４） 事 業 内 容 PR・コンサルティング事業 

（５） 資 本 金 3,038百万円 

（６） 設 立 年 月 日 1993年 3月 

（７） 連 結 純 資 産 23,023百万円 

（８） 連 結 総 資 産 48,357百万円 

（９） 大株主及び持株比率 

西江肇司 40.13％ 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 8.29％ 

㈱日本カストディ銀行（信託口） 3.58％ 

THE BANK OF NEWYORK 133652 

（常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部） 2.74％ 

吉柳さおり 2.06％ 

THE BANK OF NEWYORK 133612 

（常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部） 1.95％ 

GOVERNMENT OF NORWAY-CFD 

（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 0.98％ 

BANK OF NEW YORK MELLON 140051 

（常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部） 0.98％ 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） 

（常任代理人 (株)三菱 UFJ銀行） 0.98％ 

㈱SBI証券 0.96％                      

（10） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況 
該当事項はありません。 

※連結純資産、連結総資産及び大株主及び持分比率の記載はベクトルが 2025年 10月 15日に提出した第 34期

半期報告書に記載された「大株主の状況」をもとに記載しております。 

 



４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

420,000株 

（議決権の数：420,000個） 

（議決権所有割合：70.0％） 

当社子会社である、MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITEDが所有してお

ります 

（２） 取 得 株 式 数 
180,000株 

（議決権の数：180,000個） 

（３） 取 得 価 額 

台湾微告股份有限公司の普通株式  580百万円 

アドバイザリー費用等（概算額）   1百万円 

合計（概算額）          581百万円 

（４） 異動後の所有株式数 

600,000株 

（議決権の数：600,000個） 

（議決権所有割合：100.0％） 

当社と MICROAD HONG KONG HOLDINGS LIMITEDの合計の所有分となります 

 

 

５．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2025年 12月 15日 

（２） 契 約 締 結 日 2025年 12月 15日 

（３） 株 式 譲 渡 実 行 日 2026年 1月 31日（予定） 

 

 

６．今後の見通し 

本件による当社連結業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合に

は速やかにお知らせいたします。 


